
 記入例  
令和 ６年 ４月１５日 

 
三 次 市 長    様 

 

住 所 

〒７２８-００１２ 
三次市十日市中二丁目８番１号 
 
電話 ０９０-１２３４-５６７８  ※注１ 

職 業  農業 

氏 名 三 次 太 郎       

生年月日  平成２年 ４月 １日生まれ 
 

鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書 
 
 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第９条第２項の規定（及び
同法第９条第８項の規定）により，鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可を受け
たいので，次のとおり申請します。 
捕獲等をしようとする鳥獣又は採
取等をしようとする鳥類の卵の種
類及び数量 

 ☑ イノシシ （ １０頭） 
 ☑ シカ   （ １０頭） 
 □ その他（      ） 

捕獲等又は採取等の目的  有害鳥獣駆除 

捕獲等又は採取等の期間 
 令和 ６年 ４月２０日から 
 令和 ６年 ７月１９日まで 

捕獲等又は採取等の区域  三次市 十日市中二丁目第二十集落地内 

捕獲等又は採取等の方法 
 ☑ 箱わな   （ ４ 基） 
 ☑ くくりわな （ ６ 基） 

捕獲等又は採取等をした後の処置 

 止め刺しの方法 
（電気止め刺し又はナイフ） 
 止め刺し後の処分 ☑ 埋設 
 ☑ 自家消費 
 ☑ 三次環境クリーンセンター搬入 

学術研究を目的とした場合にあっ
ては，研究の事項及び方法 

 

愛がん飼養の場合，現に飼養して
いる鳥獣の種類及び数量等 

 

鳥獣保護区等において捕獲等又は
採取等をしようとする場合にあっ
てはその旨 

 

狩猟免許を受けている場合は当該
免許の種類，免許を与えた知事名，
狩猟免状の番号及び交付年月日 

わな猟     広島県知事 
第７８９０１号 令和３年９月１５日 

銃器を使用する場合は，猟銃・空
気銃所持許可証の番号及び交付年
月日 

 

備考 
 

 

※注２ 

※注３ 

※注４ 

※注５ 

※注６ 

※注７ 

【注１】繋がりやすい電話番号をお書きください。 

【注２】捕獲する獣種によって数量の上限があります。（イノシシ・シカ 10 頭以内） 

【注３】期間は最長 3 ヵ月以内です。 

【注４】わなの設置は被害地から 100 メートル以内です。地域名，集落名，字などを書いてください。 

【注５】適正に管理できる数（箱わな・くくりわな併せて 30 基以内）を設置してください。 

【注６】止め刺しの方法，止め刺し後の処分方法をお書きください。 

【注７】申請時に有効の“わな猟狩猟免状”の内容をお書きください。 



 記入例  

  

令和 ６年 ４月１５日 

 

   三 次 太 郎    様(被依頼者名) 

  

住 所  三次市十日市中二丁目８番２号 
 職 業  農業 

氏 名 

※代表者 

 三次 三郎 
 

 電 話 ０９０-４５６７-８９１０ 

※ほか  人(別紙名簿のとおり) 生 年 月 日  昭和６３年１月１日生まれ 

有 害 鳥 獣 捕 獲 依 頼 書 

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第９条の規定による有害鳥獣捕獲のため

の鳥獣の捕獲等を，次により依頼します。 

被

依

頼

者 

住 所  三次市十日市中二丁目８番１号 

職 業  農業 

氏 名  三 次 太 郎 

生 年 月 日  平成２年 ４月 １日生まれ 

捕 獲 等 を 依 頼 す
る鳥獣の種類及び頭羽

数 
 イノシシ１０党，シカ１０頭 

依 頼 す る 理 由 
 侵入防止対策と併せて捕獲を行うことで総合的な被害低減を図
りたい。被依頼者は有資格者であり，当地域の地理，自然環境及
び鳥獣捕獲に精通していることから依頼する。 

捕 獲 等 の 期 間  令和６年４月２０日 ～ 令和６年７月１９日まで（３か月間) 

捕獲等の区域又は場所  三次市十日市中二丁目第二十集落地内 

被 害 の 状 況 別紙鳥獣被害状況書のとおり。 

捕獲等をした後の処置  埋設，自家消費及び三次環境クリーンセンター搬入 

 



 記入例  

別記様式第６号（第７条関係） 

鳥 獣 被 害 状 況 書                     

 

                 記入者氏名  三 次 太 郎     

                 記入年月日  令和 ６年 ４月１５日 

 

被 害 場 所         

     市区     町 

     町村     大字     字   番地 

 三次市十日市中二丁目８番２２号他５筆  

（裏面に区域図を添付） 

被害を与える鳥獣 

の種類及び頭羽数 

 イノシシ及びシカ各１０頭    
（オス・メスの別） 

 

被 害 の 対 象         

水稲及び畦畔，農道他 
 

              （作物名，畦，糞公害など） 

 

被 害 の 状 態         

いつごろから  令和３年３月初旬ごろから 

何    に  水稲及び畦畔，農道他 

どの様な被害  踏みつけ，掘りお越し 

 

 

 

被 害 の 程 度         

・被害地  畑 ・ 水田  ・ その他（農道・水路）  

・面積     １ｈａ  ・ ａ 

・被害割合  全体の  ３割が被害 

・その他 

 

被 害 対 策         

及 び そ の 結 果         

山際にワイヤーメッシュで集落柵を設置し，圃場ごとに電
気柵で囲っているが，侵入されてしまう。柵の点検をして
いるが侵入個所の特定はできていない。 
 

 

備 考         

（記入者以外の被害者住所・氏名） 

三次市十日市中二丁目８番２号 三次 三郎 
三次市十日市中二丁目８番３号 三次 四郎 

 

 

注：１ 捕獲の許可は，被害防除の実施や追い払い等を行っても，被害が防止で

きないときに限り，受けることができる。 

  ２ この鳥獣被害状況書は，捕獲許可の審査に必要なため，漏れのないよう

に記入すること。 

  ３ 記入者自身が受けた被害だけではなく，記入者の周辺の被害状況も調査

のうえ，記入すること。 



わなの設置位置図 【記入例】 箱わな
くくりわな

被災地

注意）わなの設置場所は，被害地の１００
メートル以内の場所



狩猟免状の写し 【記入例】

※申請書の終期日は有効期間内にしてください



狩猟者登録証の写し 【記入例】


